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松茂町 総務課 

 



１ 業務の概要 

（１）業務名 

   松茂町ふるさと納税事業支援業務 

（２）業務目的 

   松茂町ふるさと納税事業支援業務仕様書（別紙２）のとおり 

（３）業務内容 

   松茂町ふるさと納税事業支援業務仕様書（別紙２）のとおり 

（４）履行期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）選定方法 

   公募型プロポーザル方式による随意契約 

 

２ 参加資格 

  参加資格は、次に示す要件をすべて満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による手続

きを行っていない者であること。 

（３）国税、地方税等、租税に滞納がない者であること。 

（４）本町の指名停止措置を受けていない者であること。 

（５）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある者でない

こと。 

（６）過去５年間において寄附受入額が１億円以上の自治体と本業務の内容と同様の業務受託実績がある者

であること。 

（７）共同企業体での参加の場合は、全ての構成企業が（１）から（５）に掲げる要件をすべて満たし、（６）

については代表企業が要件を満たしていること。 

 

３ 日程 

募集開始 令和７年１０月２２日（水） 

質問書の受付期限 令和７年１０月２４日（金）１７時 

質問書の回答 令和７年１０月２９日（水） 

参加表明書の提出期限 令和７年１０月３１日（金）１７時 

提案書及び見積書の提出期限 令和７年１０月３１日（金）１７時 

プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和７年１１月 ７日（金）※予定 

選定結果の通知・公表 令和７年１１月 中旬頃  ※予定 

 

４ 参加手続 



（１）担当部署及び問い合わせ先 

   〒７７１－０２９５ 

   徳島県松茂町広島字東裏３０番地 

   松茂町総務課 

   電話：０８８－６９９－８７１０ 

   メール：soumu@matsushige.i-tokushima.jp 

（２）参加表明書の提出 

   本提案への参加を希望する者は、参加表明書（様式１）及び関連書類を所定の様式により、持参また

は郵送により提出すること。期限までに参加表明書の提出がない者からの提案は受け付けない。 

  ① 提出期限 令和７年１０月３１日（金）１７時まで 

  ② 提出先  （１）に同じ。 

  ③ 提出部数  

ア 参加表明書（様式１）      １部 

   イ 誓約書（様式２）        １部 

   ウ 同種業務実績確認調書（様式３） １部 

（３）提案書等の提出 

  ① 提出期限 令和７年１０月３１日（金）１７時まで 

  ② 提出先  （１）に同じ。 

  ③ 提出部数 

   ア 提案書（様式５）     １部 

   イ 提案内容がわかる書類   ７部（正本１部、副本６部） 

   ウ 業務執行体制表（様式６） １部 

   エ 見積書          １部 

（４）提案書類の作成方法 

  ① 松茂町ふるさと納税事業支援業務仕様書（別紙２）に基づき作成すること。 

  ② 提案書の内容は、提案者が責任をもって必ず履行できる内容を記載すること。契約後、不正や虚偽

が発覚した場合は、本契約を解除するものとし、その賠償を請求することがある。 

  ③ 提案に係る経費は、すべて提案者の負担とする。 

  ④ 提案書はＡ４版で作成し、様式は任意とする。 

  ⑤ 提案書の内容は、専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使用する。 

  ⑥ 松茂町ふるさと納税事業支援業務仕様書（別紙２）に記載のない事項であっても、本町または本業

務に資する機能等については、提案書に記載しても差し支えない。 

  ⑦ 提案書を提出後、受託候補者決定までの期間は、提案書に記載された内容の追加・修正・削除を認

めない。 

（５）提出書類の取り扱いについて 

  ① 提出された提案書は、本プロポーザル手続きにおける契約の委託業者選定以外の目的では使用しな
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い。ただし、公文書公開請求があった場合は、松茂町情報公開条例に基づき取り扱う。 

  ② 提出された提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。 

  ③ 提出された書類は、返却しない。 

  ④ 提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

  ⑤ 提案書等に含まれる著作権は、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象

となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。 

 

５ 質問及び回答 

（１）受付期間  公募開始から令和７年１０月２４日（金）１７時まで 

（２）質問方法  質問書（様式４）により行い、質問箇所を特定できるようにする。電話や担当窓口訪問

による口頭での質疑は、一切受け付けない。また、電子メールを送信後、担当者に電話で

受信の有無を確認すること。 

（３）回答日時  令和７年１０月２９日（水） 

（４）回答方法  本町ホームページに当該回答内容を公開するものとする。ただし、質問及び回答の内容

が質問者の具体的な提案事項に密接に係るものについては、質問者に対してのみ回答する。 

６ 選定方法 

（１）選定手順 

  ① 松茂町ふるさと納税事業支援業務に関する委託業者審査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、

別紙の審査基準に基づき審査を行う。 

  ② 審査は、提案事業者から期限までに提出された提案書並びに審査当日のプレゼンテーション及びヒ

アリングにより行う。 

  ③ 審査委員会の委員の合計得点を算出し、合計得点が最も高い事業者を受託候補者として契約に関す

る協議を行い、本町財務規則に基づいた契約を締結する。ただし、受託候補者が辞退その他の理由で

契約に至らなかった場合は、次点者を契約交渉の相手方とする。 

  ④ 同点の者がいる場合は、委員の多数決をもって受託候補者を決定するものとする。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング審査 

   すべての提案事業者に対し、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施する。当審査には、本業

務を受託した場合の総合担当者となる者が必ず出席すること。審査の実施にあたり、プロジェクター、

スクリーン等は町で準備する。なお、インターネット環境は準備しない。その他必要な機器については、

提案事業者側で準備すること。 

  ① 実施日時   

令和７年１１月７日（金）午前中 ※予定 

    詳細は、後日電話またはメールにて通知する。状況により変更する場合があるため注意すること。 

  ② 発表時間 

    プレゼンテーションの時間は、提案説明（２０分）、質疑応答１０分とし、延長は認めない。なお、

当の追加資料は認めない。 



  ③ 出席者 

    ３名以内（総合担当者を含む） 

（３）審査結果の通知 

   結果については、選定後速やかに全提案事業者に電子メールで通知する。 

 

７ その他 

（１）参加の辞退 

   参加を辞退する場合は、署名及び押印された辞退届（様式８）を提出すること。辞退しても、以降に

おける不利益な取り扱いはしない。 

（２）提案者の失格事項 

   次のいずれかに該当する場合は失格となる。 

  ① 提案書類に虚偽の記載があった場合。 

  ② 参加資格を満たしていない場合。 

  ③ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

  ④ プレゼンテーション及びヒアリング審査に参加できない場合。 

  ⑤ １提案事業者が複数の提案をした場合。 

  ⑥ 提案事業者が他人の提案を代理した場合。 

  ⑦ その他提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員会が失格であると認めた場合。 

（３）審査等について 

  ① 提案事業者は、実施要領等の内容や決定事項について、異議の申し立てを行うことはできない。 

  ② 本町から提示した本プロポーザルに関する資料を、本プロポーザル企画提案以外の目的で使用して

はならない。また、プロポーザルにおいて知り得た本町の事業等の内容について守秘義務を課す。 

  ③ 審査等に対して、異議申し立てはできないこととし、選考方法、選考内容についての問い合わせに

も応じないものとする。 

  ④ 本提案書に記載した本事業に携わる総合担当者は原則として契約終了まで従事することとする。た

だし、業務の目的を果たせないと本町が判断した場合は、総合担当者の変更を求めることがある。 

  ⑤ 提案内容に基づき選定を行うが、本稼働までの協議により委託業務の内容に変更を求める場合があ

る。また、契約金額については、採用された提案事業者との協議を経て決定する。 

  ⑥ 提案事業者が１者のみの場合でも審査を実施し、選定委員会が定める最低基準点以上の得点を獲得

した場合に限り、受託候補者として選定する。 

 

 

 

以上 

 


